
清水中の強みを生かし きらめきの少年期に 生きる源泉となる原風景を

校長 西 ゆかり

清水中に赴任して，ひと月が経ちました。たくさんの方々に，新任の御挨拶をさせてい

ただきました。その時にお目にかかった多くの方から，清水中のことを大切に思っていら

っしゃる気持ちが伝わってきて，とても感激しました。私自身もこの歴史ある町のことを

もっと知りたいと思っています。

そこで今年度，清水中学校の学校経営の中にスローガンを入れました。

～清水中の強みを生かし，きらめきの少年期に，生きる源泉となる原風景を～
です。何か新しく始めましょう，ということではありません。普段，保護者の皆様がされ

ていること，学校で取り組んでいること，それが，子供たちがこれから生きていく人生の

中で，生きる原風景になると思います。清水の町を大切に思う保護者の皆様や地域の皆様

の思いを意識しながら，学校経営をしていきたいと考えています。

さて，今年度は，３２１人の生徒さんをお預かりしました。中学

生という時期は，非常に難しい時期です。中学生は大人ではありま

せん。子供でもありません。一方，大人な面もあり，子供な面もあ

ります。この３年間は，とても濃い時間だと思います。心身の変化

も大きいです。保護者の皆様も，いろいろ思い悩むこともあるかも

しれません。そのときは，どうぞ，お手伝いさせてください。学校

と保護者，保護者同士がつながりながら一緒に子育てしていければ

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

令和６年度がスタートし，慌ただしい毎日を送っていましたが，ＧＷがはじまり，少し

ゆっくりできる時間がとれるかもしれません。子供たちも４月は緊張した日々で，気付か

ないうちに心身が疲れていると思います。御家庭で温かい時間を過ごし，英気を養ってほ

しいと願っています。「ＧＷの過ごし方」については，学校でも指導してありますが，特

に，① 健康に留意し，けが等に気を付けること，② 交通安全への取組 等は，御家庭

でも十分に御指導ください。

ＧＷ明けに，元気な姿で登校してくる子供たちに会えるのを，楽しみにしています。
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【５月の訪問日程】

本校には，二人のスクールカウンセラーが来校しま

す。お子さんが家で悩みを打ち明けたり，思い悩む様

子が見られたりしたら，ぜひ相談を勧めてみてくださ

い。もちろん保護者の方も利用可能です。面談を希望

される場合は，学級担任または教頭に希望日時等をお

伝えください。

◆ 東 光司 先生（市派遣）

◆ 酒匂 清子 先生（県派遣）

スクールカウンセラーの活用について

9日（木） 14日（火）
9:00 ～ 12:00 9:00 ～ 12:00

東 16日（木） 21日（火）
9:00 ～ 12:00 9:00 ～ 12:00

28日（火） 30日（木）
9:00 ～ 12:00 9:00 ～ 12:00

酒匂 9日（木） 28日（火）
9:00 ～ 12:00 14:00 ～ 17:00



５ 月 の 主 な 行 事 予 定

1(水) 耳鼻科検診（１・３年）
2(木) ストマネ，維新合唱祭ガイダンス

生徒総会（５～６校時）
3(金) 憲法記念日（祝日）
4(土) みどりの日（祝日）
5(日) こどもの日（祝日）
6(月) 振替休日
7(火) 実力テスト（３年）（～８日）
8(水) 避難訓練（６校時）

第１回学校運営協議会
9(木) 部活動保護者会

※顧問より連絡があります
10(金) 眼科検診（全学年）
11(土) 維新写生大会
13(月) 宿泊学習，修学旅行，職場体験学習事前指導
14(火) 修学旅行（２年）（～16日）

職場体験学習（３年）（～16日）
15(水) 宿泊学習（１年）（～16日）
17(金) 休養措置（１・２年）

私立高校説明会（３年）
20(月) 教育相談旬間・読書旬間
21(火) 全校朝会
24(金) 生徒会の日
29(水) 学年朝会，心臓検診（１年）
31(金) 英検

４月８日（月），第78回入学式が，新入生106人を迎え，厳

かな雰囲気のなか，粛々と行われました。担任の呼名では，大

きな声で返事をしてくれ，これからの中学校生活に対する期待

を感じることができました。

また，学校長式辞の中で，「努力は足し算，協力は掛け算」と

いう言葉がありました。これからの社会を生き抜くための力を

蓄えるための大切な３年間です。１人１人が努力して力をつけ，

周りの人々と協力して，その力を何倍にもしてほしいと思いま

す。そして，将来の夢や可能性を十分に膨らませ，自分の進路

を切り拓いていってほしいと願っています。

第７８回入学式（４/８） 「１０６人の新入生に期待!! 」

24日（水）に実施した交通安全教室で学んだように，自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物で

すが，道路交通法では，自動車と同じ「車両」に位置付けられます。自転車に乗る際は，「車両の運転

者」という自覚と責任をもち，交通ルールを守って安全に利用することが必要です。

ＧＷが始まります。交通量が多くなったり，友人と自転車で出掛ける機会が増えたり，事故の増大

が懸念されます。また，新年度も一ヶ月が過ぎようとしていますが，学校生活にも慣れ，気の緩みが

出てくる時期でもあります。自分の命を守り，周りの人の安全も守るような運転をお願いします。

【自転車安全利用五則】
① 自転車は，車道が原則，歩道は例外 ② 車道は左側を通行
③ 安全ルールを守る
・ 二人乗りの禁止 ・ 並進の禁止
・ 傘さし，携帯電話，イヤホン運転の禁止 ・ 夜間はライトを点灯
・ 交差点での信号厳守と一時停止・安全確認

④ 歩道は歩行者優先で，車道よりを徐行 ⑤ ヘルメット着用（努力義務）

自分の命を守り，周りの人の安全も守るために

幸せには，３通りの「幸せ」があると言われて

います。

一つ目の幸せは，「し

てもらえる幸せ」です。

これは，幼い頃にお父さ

んやお母さんにしてもら

ったように，自分ではで

きないことを，誰かにし

てもらえる幸せです。

二つ目の幸せは，「できる幸せ」です。「自転車

に乗れるようになった」「解けなかった問題が解

けるようになった」など，できないことができる

ようになった幸せです。

三つ目の幸せは，「してあげられる幸せ」です。

「人が悩み苦しんでいるとき，相談に乗ってあげ

られる」「人ができなくて困っているとき，手伝

ってあげられる」，その結果，その人が喜び，し

てもらえる幸せに，「ありがとう」と感謝の言葉

を返されるとき。つまり，人が幸せになってくれ

ることに喜びを感ることが，本当の自分自身「幸

せ」なのかも知れません。

３ 通 り の 「 幸 せ 」


